
えるために捗

後期 IEi･齢肴l-j. 吏療制度の運営は､都道府県ごとにつくら

れた山域連合 (令市区町村が加入)がおこなうため､都

道府県によって保険料は異なることになります｡

それぞれの都道府県における 75歳以上の高齢者の医

療給付費や所得水準などによって保険料は算定されま

す｡

厚/L労働省は 9月初めに､保険料の算定基準などを盛

り込んだ政省令を公布 します｡このとき厚労省は､仮の

｢全国一-･人､Ijた り所得｣､仮の r-一人当た り医療給付

費｣などを算出 し､各都道府県の広域連合に提示 しま

すU各広域辿合では､この数字をもとに保険料を試算｡ 

9JHlには､おおまかな ｢保険料率｣が都道府県ごとに

具体的に明らかになってきます｡ この際､広域連合の議

会や､ 市区町村-の説明もおこなわれます｡自分の居住

する都道府県の保険料がどのようになるのかを情報公開

させることが必要です｡

厚労省は 11Jlの広域連合議会で､条例を制定させ

て､ 11三式な保険料率を決定させる予定です 仁一人ひとり

の保険料簡の算.LJは 12月を予定)OtI

後,q高齢肴医療制度の財源をめぐっては､保険料や国

庫負担金などのほかに､都道府県や市区町村からの ｢補

助金｣を投入することが可能な仕組みになっています｡

都道府県などが 一般財源から ｢補助金｣を手厚く投入す

れば､保険料の高騰を抑制できますOまた､低所得者に

たいする保険料の減免措置を広域連合の条例で決めるこ

ともできます.各地方での取 り組みが重要になってきて

いますO 

■保険料を決める今後の日程■ 

9月初め政省令公Jf'(l 保険料算定基準等)

保険料静定に必要な諸係数などの提示 

9月L-l 各広域連合で保険料の試算､保険料率I

の設定作業 

11月 各広域連合で条例を制定｡保険料率の設定 

12月 加入 している高齢者ごとに保険料額を算出 

2008年 

4月 後期高齢者医療制度がスター ト 

(厚労省の資料から)

後期高齢者医療制度で重大なのは､保険料が払えない

高齢者から､保険証を取 り上げるしくみになっているこ

とです｡

年金が月 15,000円に満たない人は､保険料を自

分で納めに行かなければなりません｡保険料が払えなけ

れば､保険証を取 り上げられ､代わりに ｢ Li賢格言t明澄 ｣

を発行されることになります｡

資格証明書では､病院の窓 Uで､かかった医療費を全

戟 (10割)支払わなければなりません｡保険料が払え

ない人に ｢医療費を全額支払え｣などというのは､ "柄

院に来るな〟といっているのも同然ですO

いまは､国保料を滞納 し

ても､75歳以上の人か

らは保険証を取り上げてい

ません｡法律 (国保法)で

被爆者などとならんで "煤

険証を取り上げてはいけな

い〝と定められているから

です｡ところが､昨年の改

悪で､高齢者がこの対象か

らはずされたため､保険証

の取り上げが可能となりましたO

すでに国保では､生活苦で国保料が払えず資格 .了F明吉I.

となった人が､病院に行けずに重症化 したり､手迎れに

なって亡くなったりする悲 しい事態が続発 しています｡

国保証の取 り上げの対象を 75歳以上までJLに-げること

は､貧困で苦 しむお年寄りから､医療までも奪い取るも

のです｡ (つづく) (しんぶん赤旗から転載)

増え続けるBl保の資格証明書発行世帯轍

ご意見をおよせください
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